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資料 第二中学校等複合施設整備事業 

   学校敷地内の水路について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○概要 

・水路の幅≒3.9m、水路の深さ≒1.3m、水路の延長≒249m 

・開渠水路（蓋をした構造） 

・法定外公共物（学校用地外） 

・水利権者：なし 

・管理者：弘前市 

・現在の水路上に建築する場合、水路の切り回し工事が必要  

※高架状の場合は不要 

※切り回し工事費は、基本構想５ページ目に記載の概算工事費外 

・水路は廃止不可、暗渠化不可 

裏門 

 


